
11 月の過重労働等防止月間に合わせ 

『過労死等防止対策推進シンポジウム』の開催 

『過重労働解消キャンペーン』の実施 

                  をします 
 

過労死等防止対策推進シンポジウム 

 

 過労死等の防止のための活動を行う団体と連携して実施するもので、本年度は浜松市で開

催されます（詳細は以下のとおり（事前申し込み制））。 

基調講演のほか、企業の取組み事例の紹介等もありますので是非ご参加ください。 

 

 開催日時  令和 6 年 11 月 6 日（水）  

13 時 30 分～16 時 10 分 

（受付 13 時 00 分～） 

 開催場所  プレスタワー17 階 静岡新聞ホール 

       浜松市中央区旭町 11-1 プレスタワー 

 基調講演  「過労死・過労自死の背景を考える  

～低賃金労働が覆う雇用社会～」 

            東海林 智 氏（毎日新聞記者） 

 参加申込  WEB 又はファックスによる 

（詳細は下記リンクを参照願います） 

      http://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/ 

 

 

 

「過重労働解消キャンペーン」の実施 

 

① 重点監督の実施 

   長時間労働が疑われる企業などへの監督指導（立入調査）を集中的に実施します。 

② 特別労働相談受付 

   「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を開設し、 

長時間労働や賃金不払残業等の労働条件全般に関する 

相談を都道府県労働局の担当官が対応します。 

（東海、北陸 7 県の過重労働等の相談は愛知労働局で 

一元的に受け付けます） 

 

【 開催日時 】  

  11 月 2 日（土） 9 時 00 分～17 時 00 分 

            なくしましょう 長い残業 

  フリーダイヤル 0120 ‒ 794 ‒ 713 

 

 

過労死等防止対策推進シンポジウム 

 

「過重労働解消キャンペーン」の実施 

http://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/

